
 
 

 
個人情報ファイル簿 

 
 
 
 

令和７年４月１日現在 

大    和    村 



ページ 個人情報ファイルの名称 単票作成日 単票更新日

1 戸籍総合システムブレックス 住民税務課 住民係 R7.1.16

2 住民基本台帳 住民税務課 住民係 R7.1.16

3
水道の使用開始、中止、廃止、変
更等の届出に関する事務

住民税務課 生活係 R7.1.16

4 検定満期量水器取替に関する事務 住民税務課 生活係 R7.1.16

5 個人住民税課税台帳 住民税務課 税務係 R7.1.16

6 申告書 住民税務課 税務係 R7.1.16

7 土地・家屋・償却資産課税台帳 住民税務課 税務係 R7.1.16

8 登記済通知書 住民税務課 税務係 R7.1.16

9 収納管理（村県民税） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

10 滞納管理（村県民税） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

11 軽自動車税 住民税務課 徴収係 R7.1.16

12 収納管理（軽自動車税） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

13 滞納管理（軽自動車税） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

14 収納管理（固定資産税） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

15 滞納管理（固定資産税） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

16 収納管理（各種税、使用料等） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

17 滞納管理（各種税、使用料等） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

18 国民健康保険税賦課 住民税務課 徴収係 R7.1.16

19 収納管理（国民健康保険税） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

20 滞納管理（国民健康保険税） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

21 介護保険 住民税務課 徴収係 R7.1.16

22 収納管理（介護保険料） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

23 滞納管理（介護保険料） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

24 後期高齢者医療 住民税務課 徴収係 R7.1.16

25
収納管理（後期高齢者医療保険
料）

住民税務課 徴収係 R7.1.16

26
滞納管理（後期高齢者医療保険
料）

住民税務課 徴収係 R7.1.16

27 収納管理（簡易水道使用料） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

28 滞納管理（簡易水道使用料） 住民税務課 徴収係 R7.1.16

29
大和村プレミアム付商品券事業
ファイル

産業振興課 商工水産係 R7.1.16

30 一筆情報管理システム 建設課 地籍調査係 R7.1.16

31 地籍調査支援システム 建設課 地籍調査係 R7.1.16

32 地籍調査票 建設課 地籍調査係 R7.1.16

33 地籍簿 建設課 地籍調査係 R7.1.16

34 電子カルテシステム
国民健康保険
大和診療所

医務係、事務係 R7.1.16

担当部署

個人情報ファイル簿（単票）一覧



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・住民係 

個人情報ファイルの名称 戸籍総合システムブックレス 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍事務・身分証明書の交付事務を行うため 

記録項目 

1 本籍地、2 氏名、3 生年月日、4 父母の氏名、5 出生地、6 従

前戸籍、7 身分事項、8禁治産又は準禁治産の宣告の通知、9後

見の登記の通知、10 破産の通知 

記録範囲 大和村に本籍を置く者 

記録情報の収集方法 届出人からの届出、受理地からの届書データ 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 法務局、他市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・住民係 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3年齢、4性別、5続柄、6世帯主、7住所、

8 本籍、9前住所地、10 転出予定地、11 転出確定地、12 旧氏、

13 住民票コード、14 個人番号、15 国民健康保険、16 国民年金、

17 介護保険、18 後期高齢、19 印鑑登録、20 学齢簿、21 選挙人

名簿、22 児童手当、23 個人番号カード有無、24 住民基本台帳

カード有無 

記録範囲 住民票を有する者、代理人 

記録情報の収集方法 転出証明書、準転出証明書、住民異動届 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 役場内関係課、転出先市区町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
作成日：令和７年１月 16 日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・生活係 

個人情報ファイルの名称 水道の使用開始、中止、廃止、変更等の届出に関する事務 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課生活係 

個人情報ファイルの利用目的 給水状況管理 

記録項目 

１住所、２氏名、３給排水について、４使用者名義 

記録範囲 給排水について申請した者、使用する者 

記録情報の収集方法 本人、水栓台帳（システム） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・生活係 

個人情報ファイルの名称 検定満期量水器取替に関する事務 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課生活係 

個人情報ファイルの利用目的 量水器管理 

記録項目 

１住所、２氏名、３量水器の対応年数、４量水器番号 

記録範囲 水道使用者 

記録情報の収集方法 水栓台帳（システム） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・税務係 

個人情報ファイルの名称 個人住民税課税台帳 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税賦課事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2住所、3生年月日、4 年齢、5所得項目、6 所得金額、

7 控除項目、8 控除金額、9 村県民税に関する各種税額、10 住

民税の月額及び年合計額 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人からの申告、勤務先からの給与支払報告書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構、官公署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



6 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・税務係 

個人情報ファイルの名称 申告書 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 個人住民税賦課事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2住所、3生年月日、4 年齢、5続柄、6各所得金額、7

各所得から差し引かれる金額 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人からの申告、勤務先からの給与支払報告書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・税務係 

個人情報ファイルの名称 土地・家屋・償却資産課税台帳 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 土地・家屋・償却資産に係る賦課事務を行うため 

記録項目 

1 所在地、2 所有者情報、3 納税義務者情報、4 評価情報、5 価

格情報、6特例情報、7共有者情報、8 登記情報、9備考情報、

10 概要調書情報、11 償却資産の種類 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人・企業等からの申告、法務局からの登記通知書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 官公署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル  有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



8 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・税務係 

個人情報ファイルの名称 登記済通知書 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産の登記情報を記載するため 

記録項目 

1 所在、2地番、3地目、4地積、5権利者、6 義務者、7持分、

8 受付年月日、9 登記目的、10 原因、11 不動産番号、12 家屋番

号、13 種類、14 構造、15 床面積 

記録範囲 該当物件情報 

記録情報の収集方法 法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



9 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 収納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 村県民税の徴収事務を行うため 

記録項目 

1 住所、2 氏名、3 生年月日、4 性別、5 調定・賦課年度、6 宛

名番号、7世帯番号、8個人番号、9科目、10 収納情報 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



10 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 滞納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 村県民税の滞納に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2住所、3生年月日、4 性別、5宛名番号、6 個人番号、

7 世帯番号、8 電話番号、9 滞納情報、10 連絡先情報、11 本籍

地情報、12 家族情報、13 分納情報、14 財産情報、15 執行停止

情報、16 差押情報、17 交渉記録 

記録範囲 滞納者本人 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 官公署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



11 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の賦課徴収事務を行うため 

記録項目 

1 車両ナンバー、2所有者、3 使用者、4所有権移転留保の売主、

5 納税義務者、6車種、7登録日、8異動日、9異動事由、10 車

両情報、11 課税情報、12 その他 

記録範囲 所有者、使用者、納税義務者、所有権移転留保の売主 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、軽自動車協会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 官公署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル  有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



12 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 収納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の徴収事務を行うため 

記録項目 

1 住所、2 氏名、3 生年月日、4 性別、5 調定・賦課年度、6 宛

名番号、7世帯番号、8個人番号、9科目、10 収納情報 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



13 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 滞納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の滞納に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2住所、3生年月日、4 性別、5宛名番号、6 個人番号、

7 世帯番号、8 電話番号、9 滞納情報、10 連絡先情報、11 本籍

地情報、12 家族情報、13 分納情報、14 財産情報、15 執行停止

情報、16 差押情報、17 交渉記録 

記録範囲 滞納者本人 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 官公署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



14 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 収納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の徴収事務を行うため 

記録項目 

1 住所、2 氏名、3 生年月日、4 性別、5 調定・賦課年度、6 宛

名番号、7世帯番号、8個人番号、9科目、10 収納情報 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



15 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 滞納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の滞納に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2住所、3生年月日、4 性別、5宛名番号、6 個人番号、

7 世帯番号、8 電話番号、9 滞納情報、10 連絡先情報、11 本籍

地情報、12 家族情報、13 分納情報、14 財産情報、15 執行停止

情報、16 差押情報、17 交渉記録 

記録範囲 滞納者本人 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 官公署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



16 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 収納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 各種税・使用料等の徴収事務を行うため 

記録項目 

1 住所、2 氏名、3 生年月日、4 性別、5 調定・賦課年度、6 宛

名番号、7世帯番号、8個人番号、9科目、10 収納情報 

記録範囲 納税義務者、使用者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



17 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 滞納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 各種税・使用料等の滞納に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2住所、3生年月日、4 性別、5宛名番号、6 個人番号、

7 世帯番号、8 電話番号、9 滞納情報、10 連絡先情報、11 本籍

地情報、12 家族情報、13 分納情報、14 財産情報、15 執行停止

情報、16 差押情報、17 交渉記録 

記録範囲 滞納者本人 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 官公署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



18 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税賦課 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税の賦課徴収事務を行うため 

記録項目 

1 被保険者証番号、2 国保番号、3 宛名番号、4 個人番号、5 世

帯番号、6 決定年月日、7賦課区分、8氏名、9住民税務、10 生

年月日、11 性別、12 賦課情報、13 軽減情報、14 個人別賦課情

報、15 資格情報、16 得喪情報、17 賦課増減情報、18 期別増減

情報、19 特徴情報、20 備考情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 本人、勤務先、他市町村、福祉事務所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル  有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



19 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 収納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税の徴収事務を行うため 

記録項目 

1 住所、2 氏名、3 生年月日、4 性別、5 調定・賦課年度、6 宛

名番号、7世帯番号、8個人番号、9科目、10 収納情報 

記録範囲 納税義務者 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



20 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 滞納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税の滞納に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2住所、3生年月日、4 性別、5宛名番号、6 個人番号、

7 世帯番号、8 電話番号、9 滞納情報、10 連絡先情報、11 本籍

地情報、12 家族情報、13 分納情報、14 財産情報、15 執行停止

情報、16 差押情報、17 交渉記録 

記録範囲 滞納者本人 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 官公署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



21 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 介護保険 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険の賦課徴収事務を行うため 

記録項目 

1 被保険者番号、2 介護番号、3 異動情報、4 宛名番号、5 個人

番号、6 世帯番号、7 氏名、8 住民、9 生年月日、10 性別、11

種別、12 取得日、13 喪失日、14 保険料・算定基礎情報、15 算

定期日・世帯所得情報、16 期割増減情報、17 特徴年金情報、

18 追加補足情報、19 備考情報 

記録範囲 被保険者、世帯員 

記録情報の収集方法 本人、勤務先、他市町村、福祉事務所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル  有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



22 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 収納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険料の徴収事務を行うため 

記録項目 

1 住所、2 氏名、3 生年月日、4 性別、5 調定・賦課年度、6 宛

名番号、7世帯番号、8個人番号、9科目、10 収納情報 

記録範囲 被保険者、代納者 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



23 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 滞納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険料の滞納に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2住所、3生年月日、4 性別、5宛名番号、6 個人番号、

7 世帯番号、8 電話番号、9 滞納情報、10 連絡先情報、11 本籍

地情報、12 家族情報、13 分納情報、14 財産情報、15 執行停止

情報、16 差押情報、17 交渉記録 

記録範囲 滞納者本人 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 官公署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



24 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険料の賦課徴収事務を行うため 

記録項目 

1 被保険者番号、2高齢管理番号、3 賦課管理番号、4異動情報、

5 宛名番号、6 個人番号、7世帯番号、8氏名、9住所、10 生年

月日、11 性別、12 保険料情報、13 期割増減情報、14 特徴年金

情報、15 算定結果・賦課計算基礎情報、16 被扶養者軽減算定

基礎情報、17 備考情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 本人、勤務先、他市町村、福祉事務所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル  有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



25 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 収納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険料の徴収事務を行うため 

記録項目 

1 住所、2 氏名、3 生年月日、4 性別、5 調定・賦課年度、6 宛

名番号、7世帯番号、8個人番号、9科目、10 収納情報 

記録範囲 被保険者 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



26 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 滞納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療保険料の滞納に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2住所、3生年月日、4 性別、5宛名番号、6 個人番号、

7 世帯番号、8 電話番号、9 滞納情報、10 連絡先情報、11 本籍

地情報、12 家族情報、13 分納情報、14 財産情報、15 執行停止

情報、16 差押情報、17 交渉記録 

記録範囲 滞納者本人 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 官公署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



27 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 収納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 簡易水道使用料の徴収及び減免等に関する事務を行うため 

記録項目 

1 住所、2 氏名、3 生年月日、4 性別、5 調定・賦課年度、6 宛

名番号、7世帯番号、8個人番号、9科目、10 収納情報 

記録範囲 使用者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



28 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民税務課・徴収係 

個人情報ファイルの名称 滞納管理 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民税務課 

個人情報ファイルの利用目的 簡易水道使用料の滞納に関する事務を行うため 

記録項目 

1 氏名、2住所、3生年月日、4 性別、5宛名番号、6 個人番号、

7 世帯番号、8 電話番号、9 滞納情報、10 連絡先情報、11 本籍

地情報、12 家族情報、13 分納情報、14 財産情報、15 執行停止

情報、16 差押情報、17 交渉記録 

記録範囲 滞納者本人 

記録情報の収集方法 本人又は代納者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 官公署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場住民税務課 

（所在地）〒894-3192 大和村大字大和浜１００番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



29 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】産業振興課・商工水産係 

個人情報ファイルの名称 大和村プレミアム付商品券事業ファイル 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
産業振興課商工水産係 

個人情報ファイルの利用目的 商品券購入引換券送付に利用する。 

記録項目 

1 氏名、2住所、3続柄、4世帯番号、5 宛名番号 

記録範囲 全村民（令和 1 年 9月以降に住所を有する者） 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場総務課 

（所在地）〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜 100 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



30 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建設課・地籍調査係 

個人情報ファイルの名称 一筆情報管理システム 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
建設課地籍調査係 

個人情報ファイルの利用目的 国土調査法に基づく地籍調査成果の保管と閲覧のため 

記録項目 

１土地登記名義人氏名、２土地登記名義人住所、３土地管理者

氏名、４土地管理者住所、５利害関係人氏名、６利害関係人住

所 

記録範囲 土地登記名義人、土地管理者、利害関係人 

記録情報の収集方法 法務局、登記情報、地籍調査成果 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 土地所有者、土地家屋調査士、国土調査法第 21 条 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場建設課地籍調査係 

（所在地）〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜 100 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



31 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建設課・地籍調査係 

個人情報ファイルの名称 地籍調査支援システム 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
建設課地籍調査係 

個人情報ファイルの利用目的 国土調査法に基づく地籍調査のため 

記録項目 

１土地登記名義人氏名、２土地登記名義人住所、３土地管理者

氏名、４土地管理者住所、５利害関係人氏名、６利害関係人住

所 

記録範囲 土地登記名義人、土地管理者、利害関係人 

記録情報の収集方法 
法務局、国土調査法第 31 条の２第２項、登記情報、税務情報、

戸籍請求 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 法務局、土地所有者、国土調査法第 31 条の２第１項 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場建設課地籍調査係 

（所在地）〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜 100 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



32 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建設課・地籍調査係 

個人情報ファイルの名称 地籍調査票 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
建設課地籍調査係 

個人情報ファイルの利用目的 国土調査法に基づく地籍調査成果の保管と閲覧のため 

記録項目 

１土地登記名義人氏名、２土地登記名義人住所、３土地管理者

氏名、４土地管理者住所 

記録範囲 土地登記名義人、土地管理者 

記録情報の収集方法 
法務局、国土調査法第 31 条の２第２項、登記情報、地籍調査

成果 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 土地所有者、土地家屋調査士、国土調査法第 21 条 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場建設課地籍調査係 

（所在地）〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜 100 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

 法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有  無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



33 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】建設課・地籍調査係 

個人情報ファイルの名称 地籍簿 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
建設課地籍調査係 

個人情報ファイルの利用目的 国土調査法に基づく地籍調査成果の保管と閲覧のため 

記録項目 

１土地登記名義人氏名、２土地登記名義人住所 

記録範囲 土地登記名義人 

記録情報の収集方法 法務局、登記情報、地籍調査成果 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 土地所有者、土地家屋調査士、国土調査法第 21 条 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）大和村役場建設課地籍調査係 

（所在地）〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜 100 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

 法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

作成日：令和７年１月 16 日 

 



34 

個人情報ファイル簿（単票）       【課名・係名】国民健康保険大和診療所・医務係、事務係 

個人情報ファイルの名称 電子カルテシステム 

行政機関等の名称 大和村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
国民健康保険大和診療所医務係・事務係 

個人情報ファイルの利用目的 

患者登録事務、診療費等の請求及び徴収に関する事務、診療情

報提供書に関する事務、各種同意書及び証明書に関する事務、

診療録の管理保管に関する事務、予防接種に関する事務、介護

保険主治医意見書事務、保険資格確認事務、診療報酬請求に関

する事務、未収金徴収事務、診療、細菌検査、一般検査、臨床

化学検査、血液検査、免疫学検査、輸血検査、病理・細胞診・

生理検査、心電図、ホルター心電図、SASスクリーニング、BML、

SRL、超音波検査、健診業務 

記録項目 

1住所、2氏名、3生年月日、4保険情報、5診療情報、6調剤情報、

7検査情報、8代理人の連絡先 

記録範囲 
国民健康保険大和診療所で受診している患者及び健診を受診

している方 

記録情報の収集方法 本人及び代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）国民健康保険大和診療所 

（所在地）〒894-3106 鹿児島県大島郡大和村大棚 420 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 

（実施なし） 
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記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
－ 

備考 
作成日：令和７年１月 16 日 

 


